
第３４号議案 

 

   東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正す

る条例  

 

上記の議案を提出する。  

 

  平成２９年６月５日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由） 

 この案は、広徳児童遊園を用途変更するため提出します。  



   東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正す

る条例  

 

東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例（昭和３０年１１月

台東区条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１の(１)東京都台東区立児童遊園の部中 

「 

同   竜泉児童遊園 同  竜泉一丁目２０番１５号 

同   広徳児童遊園 同  東上野四丁目５番１号 

」 

を 

「 

同   竜泉児童遊園 同  竜泉一丁目２０番１５号 

」 

に改める。 

   付 則  

この条例は、平成２９年７月１日から施行する。  

 

 


